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市からの連絡帳

 子育て 

■乳幼児医療費助成制度の申請
　未就学児全員（６歳に達した年度
末までのお子さん）を対象に医療費
助成を行っています。この制度を利
用されていないお子さんの保護者
は、申請してください。
　対 市内在住の健康保険に加入してい
る乳幼児（平成１６年４月２日以降生
まれ）の保護者※所得制限なし。
□助成範囲　乳幼児が保険診療を受
けたときの自己負担金額
※健康診断、入院時食事代、薬容器
代は助成対象外。
□助成期間　１０月１日～翌年９月３０
日（期間内に受給資格を失ったとき
はその前日まで）
※１０月１日以降に申請した場合は、
申請日から９月３０日まで
□必要なもの　①印鑑　②お子さん
の健康保険証の写し　③申請者の健
康保険証の写し、または年金加入証
明書　④平成２２年度課税証明書（平
成２２年１月２日以降に転入した方）
⑤その他必要書類
※②、③、④は後日提出可。
　申 子育て支援課（田無庁舎１階）
　市民課（保谷庁舎１階）
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■義務教育就学児医療費助成
制度の申請
　市では一定の所得制限（別表参照）
を設け、児童にかかわる医療費の一
部を助成しています。この制度を利
用されていない児童の保護者で所得
制限範囲内の方は、申請してください。
　対 市内在住の児童（平成７年４月２
日～平成１６年４月１日生まれの義務
教育就学児）の保護者
※所得制限有り。
□助成範囲
通院の時：保険診療を受けたときの
自己負担金額から一部負担金（１回
２００円）を除く額

入院などの時：入院、調剤などで保
険診療を受けたときの自己負担金額
※健康診断、入院時食事代、薬容器
代は助成対象外。
□助成期間　１０月１日～翌年９月３０
日（期間内に受給資格を失ったとき
はその前日まで）
※１０月１日以降に申請した場合は、
申請日から９月３０日まで
□必要なもの
①印鑑　②児童の健康保険証の写し
③申請者の健康保険証の写し、また
は年金加入証明書　④平成２２年度課
税証明書（平成２２年１月２日以降に
転入した方）　⑤その他必要書類
※②・③・④は、後日提出可。
　申 ８月から・子育て支援課（田無庁
舎１階）、市民課（保谷庁舎１階）
□２２年度　所得制限額表

◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■碓子 ・碓乳 医療助成制度
～「現況届」について～
　現在碓子 ・碓乳 医療証をお持ちの方は、

公簿で所得状況などを確認し、引き
続き対象であるか否かを判断するこ
とが出来る場合に「現況届」を省略
します。
　公簿で確認が出来ない方には８月
初旬に「現況届」をお送りします。
　「現況届」をお送りする方は、①平
成２２年度の所得の確認が出来ない方
（平成２２年１月２日以降転入者で平
成２２年度課税証明書未提出の方）　
②申請者が西東京市外に住民登録を
されている方　③外国人登録者（永
住者以外）などの方です。
　なお、申請時に届けた事項（加入
保険の変更な

ど）に変更があり、まだ
「変更届」を提出していない方は手
続きをしてください。
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■子育てに悩んだら…　　　
「地域子育て支援センター」へ
　離乳食のこと・しつけのこと…子
育て中の心配ごとなどありました
ら、お近くの地域子育て支援センタ
ーへお越しください。栄養士、看護
師、保健師、保育士が皆さんのお話
を伺います。どんなことでもお気軽
にご利用ください。食事・健康など
の講座もあります。
◆地域子育て支援センター「なかま
ち」（なかまち保育園内）
（札４２２－４８８０）
地域子育て支援センター「やぎさわ」
（やぎさわ保育園内）（札４６５－０３２８）
地域子育て支援センター「けやき」
（けやき保育園内）（札４６４－３８２３）
地域子育て支援センター「ひがし」　
（ひがし保育園内）（札４２１－９９１３）

■子どもに関する相談は　　
「子ども家庭支援センター」へ
　おおむね１８歳までの子どもに関す
るさまざまな相談に応じます。子育
てに関する不安、虐待、いじめ、ひ
きこもりなど、ちょっと変だな、困
ったなと思ったらお気軽にご相談く

ださい。秘密は厳守します。各種子
育て支援サービス、心理専門相談や
さまざまな専門機関の紹介もしま
す。
　小学生・中学生・高校生のお子さ
ん自身からの相談もお受けします。
□相談受付　月～土曜日（祝日、年
末年始を除く）午前９時～午後４時
□相談専用電話　（札４３９－００８１）
◆子ども家庭支援センター
（札４２５－３３０３）

 防　災 

■市内グラウンドに　　　　
　ＡＥＤを設置！
　６月に下記のグラウンドの管理人
室にＡＥＤを設置しました。西東京
市スポーツ・運動施設は全施設にＡ
ＥＤがありますので、緊急時にご活
用ください。
興ＡＥＤ設置グラウンド
　東町テニスコート・健康広場・ひ
ばりが丘運動場・芝久保第二運動場・
芝久保運動場・北原運動場・向台運
動場・市民公園グラウンド
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

 ご　み 

■指定収集袋（ごみ袋）の手数
料・デザインが変わります
　今年１０月から市指定収集袋（ごみ
袋）の手数料改定に伴い、デザイン
などの変更を予定しています。新し
い指定袋は９月下旬から指定袋取り
扱い店で販売を開始する予定です。
　１０月からは新しい指定袋でごみを
出していただくことになります。現
在の袋が余った場合は、新しい袋へ
交換を予定していますが、できるだ
け余らないように計画的な購入をお
願いします。
　また、詳細は順次、市報やチラシ
などでお知らせします。
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

国民年金加入者および未加入者
所得額扶養人数
４６０万円０人
４９８万円１人
５３６万円２人
５７４万円３人

１人につき、３８万円を加算４人以上
国民年金加入者以外の年金加入者

所得額扶養人数
５３２万円０人
５７０万円１人
６０８万円２人
６４６万円３人

１人につき、３８万円を加算４人以上

（適用期間：１０月１日～平成２３年９月３０日）
◎所得とは、給与所得者は給与所得控除後
の金額、確定申告者の方は収入額から必要
経費を引いた金額です。
◎所得から次のものを控除して、所得制限
額を確認してください。
敢社会保険料一律８万円
柑特別障害者４０万円
桓障害・勤労学生・寡婦（夫）２７万円
棺老人扶養親族・老人配偶者６万円
款寡婦特別控除８万円
歓雑損控除額・医療費控除額・小規模企業
共済等掛金控除額の控除相当額

している場合　③児童が母と生計を同じく
している場合　④児童が父の配偶者（事実
上の配偶者を含む）と生計を同じくしてい
る場合　⑤老齢福祉年金以外の公的年金を
受給できる場合
□手当額
第１子…４万１，７２０円～９，８５０円
（所得に応じて１０円きざみ）
第２子…５，０００円加算
第３子以降…１人につき３，０００円加算
※受給資格を消失したにもかかわらず、届
出をしないで手当を受給している場合、手
当額を全額返還していただきます。また、
偽りその他の不正の手段により手当を受け
た方は、３年以下の懲役、または３０万円以
下の罰金に処せられることがあります。
　なお、児童扶養手当は、手当の受給者が
父の場合は、父が監護する児童の母から、
父または児童が受け取る養育費について、
その金額の８割が父の所得として取り扱わ
れます。

　８月から児童扶養手当の制度が改正さ
れ、父子家庭の父も申請が可能になりま
す。
興次に該当する父子家庭の父が申請できま
す。
□要件　日本国内に住所があり、0歳～１８歳
に達した年度末までの児童で、次の①～⑦の
理由で父に養育されていること（障害の程度に
より２０歳未満の児童も含む）
①両親の離婚　②母の死亡　③母が生死不
明④母に重度の障害がある　⑤母が１年以
上拘禁されている　⑥母に１年以上遺棄さ
れている　⑦婚姻によらないで生まれ、母
から引き取ったな

ど

　申 １１月３０日昇までに子育て支援課（田無庁
舎１階）へ。
興ただし、次の状態にある場合は該当しま
せんので、ご注意ください。
①母の死亡により児童が遺族年金などを受
けることができる場合　②児童が里親に委
託されていたり、児童福祉施設などに入所

□２２年度所得制限限度額表（２１年１月～１２月） 億 （単位：円）

孤児の養育者、配
偶者、扶養義務者

本　人
扶養人数

一部支給全部支給
２３６万１９２万１９万０人
２７４万２３０万５７万１人
３１２万２６８万９５万２人
３５０万３０６万１３３万３人

１人につき３８万円を加算４人目以降
老人扶養６万※特定扶養１５万・老人扶養１０万１人につき加算

※扶養義務者などの老人扶養加算は扶養親族が老人扶養のみの時は２人
目からの加算になります。

★所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申
告の方は収入額から必要経費を差し引いた額です。
★所得から次のものを控除して、所得制限額を確認してく
ださい。
敢社会保険料一律…８万円
柑障害・勤労学生・寡婦（夫）…２７万円
桓特別障害者…４０万円
棺寡婦特別加算…８万円
款雑損控除額・医療費控除額・小規模企業共済等掛金…控
除相当額

◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

「児童扶養手当」の制度が変わります「児童扶養手当」の制度が変わります！！
～父子家庭も対象に～


